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Q
A

豪雨災害後のため池の現状と今後の対策は

〈町長〉

県のため池廃止事業を利用し、順次、廃止要望していく予定。 竹爪 憲吾議員

【
Ｑ
１
】

　

豪
雨
後
の
現
状
は
。

【
Ａ
１
】

　

町
内
の
224
の
た
め
池
の

う
ち
４
カ
所
が
損
壊
。

【
Ｑ
２
】

　

損
壊
し
た
４
件
の
詳
細

と
工
事
の
費
用
負
担
は
。

【
Ａ
２
】

　

い
ず
れ
も
個
人
の
た
め

池
で
決
壊
が
２
件
、
陥
没

等
の
損
壊
が
２
件
で
、
個

人
負
担
50
％
で
修
繕
で
き

る
が
、
廃
止
す
る
予
定
と

聞
い
て
い
る
。

【
Ｑ
３
】

　

廃
止
の
予
定
と
費
用
負

担
は
。

【
Ａ
３
】

　

昨
年
、
廃
止
要
望
調
査

を
実
施
し
、
36
件
の
要
望

が
あ
っ
た
。
基
準
を
満
た

し
危
険
度
の
高
い
も
の
６

件
を
昨
年
度
県
へ
要
望

し
、
採
択
さ
れ
た
た
め
、

本
年
度
廃
止
工
事
が
実
施

さ
れ
る
見
込
み
。
ま
た
、

本
年
度
６
件
追
加
要
望
を

し
て
い
る
。
費
用
は
全
て

県
の
負
担
で
地
元
負
担
は

な
い
。

【
Ｑ
４
】

　

廃
止
後
の
管
理
は
ど
う

行
う
の
か
。

【
Ａ
４
】

　

従
来
ど
お
り
地
元
管
理

者
で
行
っ
て
い
た
だ
く
。

【
Ｑ
５
】

　

土
砂
が
流
入
し
た
た
め

池
の
浚
渫
と
費
用
負
担
は
。

【
Ａ
５
】

　

10
カ
所
の
た
め
池
の
排

土
工
事
を
予
定
。
全
て
公

費
負
担
。

【
Ｑ
６
】

　

た
め
池
廃
止
工
事
中
を

含
め
、
今
後
も
危
険
な
た

め
池
を
住
民
に
周
知
し
て

ほ
し
い
が
。

【
Ａ
６
】

　

危
険
性
の
あ
る
た
め
池

を
県
に
報
告
済
み
で
、
県

が
マ
ッ
プ
を
作
成
次
第
、

適
切
に
対
応
を
行
う
。

Q
A

地域防災計画の修正時期、その内容・方向性は

〈危機管理監〉

秋口を目途に、災害の予防・応急対策・復旧を計画の柱に、
検証結果を踏まえ、実効性のある計画を作成。

諏訪本 光議員

【
Ｑ
１
】

　

地
域
防
災
計
画
は
毎
年

検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
７
年
間
放
置
し
て

い
る
が
、
町
の
考
え
方
は
。

【
Ａ
１
】

　

防
災
へ
の
取
り
組
み
が

進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
反

省
し
て
い
る
。
地
域
防
災

計
画
の
修
正
を
含
め
、
全

力
で
防
災
力
の
向
上
に
取

り
組
む
。

【
Ｑ
２
】

　

新
し
い
地
域
防
災
計
画

で
は
、
避
難
所
の
設
置
・
運

営
に
つ
い
て
も
、
柔
軟
に

対
応
し
て
も
ら
い
た
い
が
。

【
Ａ
２
】

　

熊
野
高
校
の
セ
ミ
ナ
ー

ハ
ウ
ス
は
土
砂
災
害
警
戒

区
域
内
に
あ
り
、
避
難
所

に
不
向
き
な
施
設
で
あ
る
。

ま
た
、
防
災
会
議
で
承
認

さ
れ
た
計
画
に
沿
っ
て
行

う
も
の
と
考
え
て
い
る
。

【
Ｑ
３
】

　

自
主
防
災
組
織
も
自
治

会
と
の
連
携
が
重
要
だ
。

　

自
治
会
に
未
加
入
の
方

に
、
町
広
報
等
が
届
か
な

い
状
況
下
で
、
緊
急
或
い

は
必
要
な
連
絡
は
、
ど
ん

な
手
段
を
考
え
て
い
る
か
。

【
Ａ
３
】

　

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
郵

便
局
の
エ
リ
ア
配
達
で
全

戸
に
届
け
て
い
る
。
避
難

情
報
は
防
災
行
政
無
線
等

の
他
、
多
様
な
伝
達
方
法

で
確
実
な
連
絡
を
補
完
さ

せ
て
い
く
。

【
Ｑ
４
】

　

役
場
の
通
常
業
務
に
、

災
害
関
係
業
務
が
上
乗
せ

さ
れ
て
い
る
。
支
援
金
等

を
活
用
し
た
臨
時
職
員
の

確
保
は
考
え
な
い
か
。

【
Ａ
４
】

　

関
係
技
術
職
員
の
確
保

が
困
難
な
状
況
で
あ
る
。

熊
野
高
校
の
件
は
、
当
時
、
そ

の
よ
う
な
説
明
は
な
か
っ
た
…

一
般
の
職
員
で
も
、
増
員
す
れ

ば
良
い
の
に
…

A
自主防災関連の補助事業のあり方を問う

〈危機管理監〉

必要により、関連制度などの見直しを検討する。

【
Ｑ
１
】

　

自
主
防
災
育
成
指
導
要

綱
第
３
条
（
組
織
）
を
避

難
誘
導
を
優
先
と
し
た
組

織
に
見
直
す
考
え
は
な
い

か
。

【
Ａ
１
】

　

本
要
綱
第
３
条
の
標
準

的
な
組
織
編
成
の
見
直
し

は
考
え
て
い
な
い
が
、
地

域
状
況
に
応
じ
た
避
難
優

先
の
連
絡
体
制
、
組
織
づ

く
り
を
行
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。

【
Ｑ
２
】

　

現
在
の
自
主
防
災
組
織

設
立
団
体
数
は
。

【
Ａ
２
】

　

災
害
発
生
前
の
４
団
体

か
ら
新
た
に
８
団
体
が
設

立
さ
れ
、
現
在
で
は
12
団

体
と
な
っ
て
い
る
。

【
Ｑ
３
】

　

様
々
な
補
助
事
業
が
存

在
し
て
い
る
。
統
一
化
の

検
討
は
ど
う
か
。

【
Ａ
３
】

　

補
助
対
象
と
な
る
団

体
や
事
業
が
異
な
る
が
、

防
災
に
関
す
る
補
助
メ

ニ
ュ
ー
の
統
一
化
な
ど
の

検
討
を
進
め
る
。

【
Ｑ
４
】

　

熊
野
町
安
全
・
安
心
ま

ち
づ
く
り
補
助
事
業
は
何

故
廃
止
す
る
の
か
。

【
Ａ
４
】

　

昨
年
の
災
害
時
に
避
難

が
遅
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、

本
補
助
事
業
を
数
年
間
休

止
し
、
避
難
第
一
に
し
た

事
業
に
活
用
し
た
た
め
で

あ
る
。

【
Ｑ
５
】

　

熊
野
町
安
全
・
安
心
ま

ち
づ
く
り
補
助
事
業
は
４

つ
の
補
助
事
業
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
全
て
を
廃
止

し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
。

【
Ａ
５
】

　

自
治
会
の
要
望
な
ど
を

踏
ま
え
、
補
助
対
象
事
業

の
再
開
を
検
討
す
る
。

〈中島 数宜 議員〉Q

　町議会には、定期的に招集される「定例会」と、必要がある場合にその案件に限り招集
される「臨時会」があります。
　定例会は、条例で年４回と定めており、毎年３月、６月、９月、12 月に招集され、町政
の運営方針、予算、条例など、町民生活に関する重要な事項を審議します。
　定例会、臨時会では、はじめに会期（会議を行う期間）が定められ、原則としてその期
間中に本会議や委員会を開いて議案審議・審査などの議会活動を行います。

〇定例会・臨時会の招集
　定例会と臨時会はいずれも町長が招集しま
すが、臨時会については、議員定数の４分の
１以上の議員の請求、もしくは、議長が議会
運営委員会に諮り、議決を経て請求すること
により招集される場合があります。
　なお、議長もしくは議員からの請求があっ
たときは、町長は請求のあった日から 20 日
以内に臨時会を招集しなければならないこと
になっています。

定例会と臨時会って何が違う？豆 知 識議会


